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   Ｇ０１Ｎ  33/543    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/543    ５１１Ｂ
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/543    ５２１　
   Ｇ０１Ｎ   37/00     １０１　
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月2日(2016.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体サンプル中のアナライトを、該アナライトに特異的に結合できるリガンドに結合さ
せることを含むイムノアッセイにより定量的に測定する方法であって、該アナライトが少
なくとも一部アナライト複合体として存在し、
ａ) 存在するアナライト複合体を少なくとも実質的に解離し、実質的に全てのアナライト
を遊離形で提供するためにサンプルを約１.５～約３.２の範囲の第１の酸性ｐＨに付し、
ｂ) 第１の酸性ｐＨを、複合体の再形成を阻止するがアナライトのリガンドへの結合が可
能である約２.７～約４.５の範囲の第２の酸性ｐＨまで上げ、
ｃ) サンプル中の該アナライトを定量的に測定するために、アナライトのリガンドへの結
合を測定する
工程を含み、アナライトがプロテインＡまたはその誘導体であり、サンプルがＩｇＧを含
む、方法。
【請求項２】
　リガンドが抗体である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　リガンドが固体支持体に固定化されている、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　第２の酸性ｐＨが約２.８～約４.５の範囲から選択される、請求項１～３の何れか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　第１の酸性ｐＨが約２.３～約２.５の範囲から選択され、および／または、第２の酸性
ｐＨが約２.８～約３.２の範囲から選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
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　第２の酸性ｐＨが、約３.０～約３.２の範囲から選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　アナライト濃度を決定するとき、応答 対 アナライト濃度の標準曲線を用いることを含
み、標準曲線が、アナライト、および、アナライトと複合体形成できる少なくとも１つの
種を含むサンプルを用いて作成される、請求項１～６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　微小流体系で行われる、請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　微小流体系が回転可能なディスクを含み、液体輸送が遠心力によって達成され得る、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　液体サンプル中で少なくとも一部複合体形態で存在するアナライトのイムノアッセイを
行うためのキットであって、
アナライトに結合できる検出試薬、
約１.５～約３.２の範囲のｐＨを有する第１の酸性緩衝液、
約２.７～約４.５の範囲のｐＨを有する第２の酸性緩衝液
を含み、アナライトがプロテインＡである、キット。
【請求項１１】
　アナライトが固相に固定化されたリガンドに結合でき、キットがさらに固相に結合でき
るアナライト用捕捉試薬を含む、請求項１０に記載のキット。
【請求項１２】
　捕捉試薬がビオチン化されており、リガンドがアビジンまたはストレプトアビジンであ
る、請求項１０または１１に記載のキット。
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